
 

議案第７０号 

 

 

日進市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定に

ついて 

 

 

 日進市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のとおり

制定する。 

 

 

  令和７年１１月２６日提出 

 

 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

 

 

１ 提案理由 

  この案を提出するのは、児童福祉法第３４条の１６第１項の規定に基づき、日進

市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定する必要が

あるからであります。 

 

２ 制定内容 

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について定める。 
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日進市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

令和  年  月  日  

条 例 第     号  

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）

第３４条の１６第１項の規定に基づき、乳児等通園支援事業（法第６条の３第２３

項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。）の設備及び運営に関する基

準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

（１）乳児 法第４条第１項第１号に規定する乳児をいう。 

（２）幼児 法第４条第１項第２号に規定する幼児をいう。 

（３）一般型乳児等通園支援事業所 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基

準（令和７年内閣府令第１号。以下「基準府令」という。）第２０条第２項に規

定する一般型乳児等通園支援事業を行う事業所をいう。 

（４）余裕活用型乳児等通園支援事業所 基準府令第２０条第３項に規定する余裕活

用型乳児等通園支援事業を行う事業所をいう。 

（一般型乳児等通園支援事業所の職員の基準） 

第３条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士又はその他乳児等通園支援に従事

する職員として市町村長が行う研修（市町村長が指定する都道府県知事その他の機

関が行う研修を含む。）を修了した者（以下この条においてこれらを「乳児等通園

支援従事者」という。）を置かなければならない。 

２ 乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１歳以上満

２歳未満の幼児おおむね４人につき１人以上、満２歳以上満３歳未満の幼児おおむ

ね６人につき１人以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。ただし、一般型乳

児等通園支援事業所１につき２人を下ることはできない。 

（余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準） 

第４条 余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げ

る施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

（１）保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 （平成２４年

愛知県条例第６８号）（保育所に係るものに限る。） 

（２）幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 幼保連携型認定こども園以外の

認定こども園の認定の要件を定める条例（平成１８年愛知県条例第６０号） 

（３）幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２６年愛知県条例第５８号） 
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（４）家庭的保育事業等を行う事業所 日進市家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例（平成２６年日進市条例第１６号）（居宅訪問型保育事業

に係るものを除く。） 

（その他の基準） 

第５条 前２条に定めるものを除くほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準は、基準府令に定めるとおりとする。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７１号 

 

 

   日進市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

について 

 

 

 日進市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のと

おり改正する。 

 

 

  令和７年１１月２６日提出 

 

 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

 

 

１ 提案理由 

  この案を提出するのは、児童福祉法等の一部を改正する法律及び児童福祉施設の

設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、日進市家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する必要があ

るからであります。 

 

２ 主な改正点 

（１）児童福祉法を引用する条項を改める。 

（２）利用乳幼児の健康診断について、母子保健法に基づく健康診査の規定を追加す

る。 
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   日進市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正   

する条例 

                              令和  年  月  日  

                              条 例 第     号  

 日進市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年日進市条例第16

号)の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

(虐待等の禁止) (虐待等の禁止) 

第12条 家庭的保育事業者等の職員は、利用

乳幼児に対し、法第33条の10第1項各号に掲

げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有

害な影響を与える行為をしてはならない。 

第12条 家庭的保育事業者等の職員は、利用

乳幼児に対し、法第33条の10各号に掲げる

行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な

影響を与える行為をしてはならない。 

(利用乳幼児及び職員の健康診断) (利用乳幼児及び職員の健康診断) 

第17条 略 第17条 略 

2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかか

わらず、次の表の左欄に掲げる健康診断又

は健康診査(母子保健法(昭和40年法律第14

1号)第12条又は第13条に規定する健康診査

をいう。同表において同じ。)(以下この項

において「健康診断等」という。)が行われ

た場合であって、当該健康診断等がそれぞ

れ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は

一部に相当すると認められるときは、同欄

に掲げる健康診断の全部又は一部を行わな

いことができる。この場合において、家庭

的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に

掲げる健康診断等の結果を把握しなければ

ならない。 
 

児童相談所等におけ

る乳児又は幼児(以下

「乳幼児」という。)

の利用開始前の健康

診断 

利用乳幼児に対す

る利用開始時の健

康診断 

乳幼児に対する健康

診査 

利用開始時の健康

診断、定期の健康診

断又は臨時の健康

診断 

2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかか

わらず、児童相談所等における乳児又は幼

児(以下「乳幼児」という。)の利用開始前

の健康診断が行われた場合であって、当該

健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時

の健康診断の全部又は一部に相当すると認

められるときは、利用開始時の健康診断の

全部又は一部を行わないことができる。こ

の場合において、家庭的保育事業者等は、

児童相談所等における乳幼児の利用開始前

の健康診断の結果を把握しなければならな

い。 
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3・4 略 3・4 略 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７２号 

 

 

   日進市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について 

 

 

 日進市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を次のとおり改正する。 

 

 

  令和７年１１月２６日提出 

 

 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

 

 

１ 提案理由 

  この案を提出するのは、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴い、日進

市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する必要があるからであります。 

 

２ 主な改正点 

  児童福祉法を引用する条項を改めるとともに、必要な規定の整理を行う。 
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   日進市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条    

   例の一部を改正する条例 

                               令和  年  月  日  

                               条 例 第     号  

日進市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26

年日進市条例第17号)の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

(特定教育・保育の取扱方針) (特定教育・保育の取扱方針) 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に

掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該

各号に定めるものに基づき、小学校就学前

子どもの心身の状況等に応じて、特定教

育・保育の提供を適切に行わなければなら

ない。 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に

掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該

各号に定めるものに基づき、小学校就学前

子どもの心身の状況等に応じて、特定教

育・保育の提供を適切に行わなければなら

ない。 

(1) 幼保連携型認定こども園(就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律(平成18年法律第7

7号。以下「認定こども園法」という。)

第2条第7項に規定する幼保連携型認定こ

ども園をいう。以下同じ。) 幼保連携型

認定こども園教育・保育要領(認定こども

園法第10条第1項の規定に基づき主務大

臣が定める幼保連携型認定こども園の教

育課程その他の教育及び保育の内容に関

する事項をいう。次項において同じ。) 

(1) 幼保連携型認定こども園(就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律(平成18年法律第7

7号。以下この号及び次号において「認定

こども園法」という。)第2条第7項に規定

する幼保連携型認定こども園をいう。以

下同じ。) 幼保連携型認定こども園教

育・保育要領(認定こども園法第10条第1

項の規定に基づき主務大臣が定める幼保

連携型認定こども園の教育課程その他の

教育及び保育の内容に関する事項をい

う。次項において同じ。) 

(2)～(4) 略 (2)～(4) 略 

2 略 2 略 

(虐待等の禁止) (虐待等の禁止) 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・

保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第3

3条の10第1項各号(幼保連携型認定こども

園である特定教育・保育施設の職員にあっ

ては、認定こども園法第27条の2第1項各号、

幼稚園である特定教育・保育施設の職員に

あっては、学校教育法第28条第2項において

準用する認定こども園法第27条の2第1項各

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・

保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第3

3条の10各号に掲げる行為その他当該教

育・保育給付認定子どもの心身に有害な影

響を与える行為をしてはならない。 
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号)に掲げる行為その他当該教育・保育給付

認定子どもの心身に有害な影響を与える行

為をしてはならない。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７３号 

 

 

   日進市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

   部改正について 

 

 

 日進市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

次のとおり改正する。 

 

 

  令和７年１１月２６日提出 

 

 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

 

 

１ 提案理由 

  この案を提出するのは、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴い、日進

市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する必要があるからであります。 

 

２ 主な改正点 

  児童福祉法を引用する条項を改める。 
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   日進市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

を改正する条例 

                               令和  年  月  日  

                               条 例 第     号  

 日進市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年日進市条

例第18号)の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

(虐待等の禁止) (虐待等の禁止) 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員

は、利用者に対し、法第33条の10第1項各号

に掲げる行為その他当該利用者の心身に有

害な影響を与える行為をしてはならない。 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員

は、利用者に対し、法第33条の10各号に掲

げる行為その他当該利用者の心身に有害な

影響を与える行為をしてはならない。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７４号 

令和７年度日進市一般会計補正予算（第６号）について 

令和７年度日進市一般会計補正予算（第６号）を次のとおり提出します。 

  令和７年１１月２６日提出 

日進市長 近 藤 裕 貴

提案理由 

地方自治法第２１８条第１項に基づき提案するものであります。 
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令和７年度（第６号）

日進市一般会計補正予算書 



令和７年度日進市一般会計補正予算（第６号） 

令和７年度日進市の一般会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３５，３７５千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５，０４３，７１２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

  令和７年１１月２６日提出 

日進市長 近 藤 裕 貴 
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税

,850

1

1. 国庫負担金 4,

6

448,097 39,

,

977 4,488,0

6

74

2

9

. 国庫補助金 821,

5

165 △172,45

,

7 648,708

3

3. 委託金

3

13,747 1,14

4

1 14,888

△

16. 県支出

1

金 2,656,290

,

△210 2,656,

2

080

2

1. 県負担金 1,52

8

8,863 △13,1

1

10 1,515,75

6

3

3.

,

委託金 285,799

6

11,683 297,

9

482

4

4. 県交付金 88,7

,

75 1,217 89,

1

992

0

18. 寄附金 768,

6

802 20,976 789,778

1. 寄附金 768,802 20,976 789,778

19. 繰入金 592,556 △31,231 561,3

5

25

2

.

. 基金繰入金 544,

入

103 △31,231

湯

512,872

税

21. 諸収入

1

1,055,939 7

,

,657 1,063,

5

596

0

4. 雑入 929,88

0

7 7,657 937,

△

544

1

歳　入　合　計 35,

,

179,087 △13

2

5,375 35,04

2

3,712

第１表　

8

 歳 入 歳 出

2

 予 算 補 正

7

歳　入 単

2

位：千円

款 項 既　定　額 補　正　額 計

1

15. 国庫支出金 5,

.

987,189 △13

市

1,339 5,855
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会

1. 総務

費

管理費 4,538,8

2

95 △115,488

8

4,423,407

4

2. 徴税

,

費 443,047 26

8

,202 469,24

3

9

3.

6

戸籍住民基本台帳費 2

8

46,928 9,11

,

9 256,047

2

3. 民生費

9

16,125,689

8

78,311 16,2

2

04,000

9

1. 社会福祉費

3

7,212,894 3

,

2,652 7,245

1

,546

3

2. 児童福祉費 8,

4

574,243 47,919 8,622,162

3. 生活保護費 321,000 379 321,379

4. 国民年金事務取扱費 17,308 △2,

1

639 14,669

.

4. 衛生

議

費 2,886,931

会

24,702 2,91

費

1,633

2

1. 保健衛生費 1

8

,417,327 24

4

,702 1,442,

,

029

8

6. 農林水産業費 26

3

9,005 1,917

6

270,922

8

1. 農業費 2

,

65,120 1,91

2

7 267,037

9

7. 商工費

8

854,582 △6,

2

426 848,156

9

1. 商

3

工費 854,582 △

,

6,426 848,1

1

56

3

8. 土木費 2,454

4

,600 △200,760 2,253,840

歳　出 単位：千円

款 項 既　定　額 補　正　額 計

2

1

. 総務費 5,330,

.

320 △80,167

議

5,250,153
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木

4,037

管

1. 消防費 1,1

理

14,020 17 1,

費

114,037

2

10. 教育費

0

4,715,389 3

6

8,733 4,754

,

,122

0

1. 教育総務費 54

2

4,205 17,39

1

8 561,603

△

2. 小学校

3

費 1,490,027

6

4,490 1,494

,

,517

9

3. 中学校費 480

8

,385 5,167 4

6

85,552

1

4. 社会教育費

6

774,217 5,5

9

23 779,740

,

5. 保健

0

体育費 1,426,5

3

55 6,155 1,4

5

32,710

歳　出　合　計 35,179,087 △135,375 35,043,712

単位：千円

款 項 既　定　額 補　正　額 計

4. 都市計画費 1,161,150 △163,774 997,

1

376

.

9. 消防費 1,114

土

,020 17 1,11

-7-



第２表　 繰 越 明 許 費 補 正

追　加 単位：千円

款 項 事　業　名 金　額

２．総務費
３．戸籍住民基本
台帳費

戸籍事業 2,552

８．土木費 ２．道路橋梁費 （都）野方三ツ池公園線整備事業 222,600

１０．教育費 ２．小学校費 小学校適正化事業 91,434

316,586合 計
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第３表　 債 務 負 担 行 為 補 正

追　加 単位：千円

事 項

変　更 単位：千円

期　　間 限　度　額 期　　間 限　度　額

令和８年度から 令和８年度から

令和９年度まで 令和９年度まで

期　　間 限　度　額

総合情報システム改修業務委託事業
令和７年度から

6,270
令和８年度まで

マイナンバーカード交付等業務委託事
業

令和７年度から
6,536

令和８年度まで

新ラ田保育園空調改修工事事業
令和７年度から

87,866
令和８年度まで

令和７年度から
31,206

令和１０年度まで
学習支援業務委託事業

39,600
令和８年度まで

令和１２年度まで
790,009

令和８年度から

令和８年度まで

集団がん・骨検診業務委託事業
令和７年度から

舗装修繕工事事業
令和７年度から

三本木保育園電気設備設置等工事事業
令和７年度から

32,372
令和８年度まで

事 項
補　正　前 補　正　後

17,495
令和８年度まで

成人健診電算事務委託事業
令和７年度から

1,602
令和８年度まで

計 1,033,297

令和７年度から
20,341選手派遣等事業

システム標準化対応事業（情報広報課
分）

188,203 50,322

市民会館・ふれあい工房指定管理委託
事業

-9-





令和７年度（第６号）

日進市一般会計補正予算説明書



歳 正

2. 地方譲与税

 

210,700 210

予

,700

 

3. 利子割交付金 7

算

,100 7,100

 

4. 配当

事

割交付金 160,00

 

0 160,000

項

5. 株式等

 

譲渡所得割交付金 15

入 別

0,000 150,0

 

00

6

明

. 法人事業税交付金 2

 

20,000 220,

細

000

 

7. 地方消費税交付金

書

2,100,000 2

１

,100,000

　

8. ゴルフ

総

場利用税交付金 1,6

 

　

00 1,600

括

9. 環境性能

歳

割交付金 50,000

　

50,000

入

10. 地方特例交付金 130,001 130,001

11. 地方交付税 40,000 40,000

歳

12. 交通安全対策特別交付金 10,00

款

0 10,000

既

13. 分担金

　

及び負担金 273,8

定

52 273,852

　

14. 使

額

用料及び手数料 334

補

,068 334,06

　

8

15

 

正

. 国庫支出金 5,98

　

7,189 △131,

額

339 5,855,8

計

50

1

単

6. 県支出金 2,65

位

6,290 △210 2

：

,656,080

千

17. 財産

円

収入 937,001 937,001

出

18. 寄附金 768,802 20,976 789,778

1. 市税

 

16,695,334

補

△1,228 16,6

 

94,106
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定

収入 1,055,93

　

9 7,657 1,06

額

3,596

補

22. 市債 916

　

,000 916,00

正

0

歳　

　

入　合　計 35,17

額

9,087 △135,

計

375 35,043,

単

712

位：千円

19. 繰入金 592,556 △31,231 561,325

20. 繰越

款

金 1,882,655

既

1,882,655

　

21. 諸

-13-



会

04,000

費

4. 衛生費 2,

2

886,931 24,

8

702 2,911,6

4

33

5

,

. 労働費 3,311 3

8

,311

3

6. 農林水産業費 2

6

69,005 1,91

8

7 270,922

,

7. 商工費

2

854,582 △6,

9

426 848,156

8

8. 土

2

木費 2,454,60

9

0 △200,760 2

3

,253,840

,

9. 消防費

1

1,114,020 1

3

7 1,114,037

4

10. 教育費 4,715,389 38,733 4,754,122

11. 災害復旧費 6 6

12. 公債費 1,076,531 1,07

2

6,531

.

13. 諸支出金 1

総

3,867 13,86

務

7

14

費

. 予備費 50,000

5

50,000

,

歳　出　合　計

3

35,179,087

3

△135,375 35

0

,043,712

歳　

,

出

款 既

3

　定　額 補　正　額 計

20 △80,167 5,250,153

1

3. 民生費

.

16,125,689

議

78,311 16,2
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9

426

8

△200,760

17 0

38,733

△131,549 993 △4,

△

819

1

補　　　　正　　

5

　　額　　　　の　　

8

　　財　　　　源　　

,

　　内　　　　訳

特　

9

　　　　　定　　　　

7

　　財　　　　　　源

3

一　 般　 財　 源

7

国  県  支  出

8

  金 地 　 方　 

,

 債 そ 　 の　  

8

他 

単位：千円

06

26,867 51,444

976 23,726

8,

557 1,360

2

△6,

-15-



２ 歳

１５款　国庫支出金 　１項　国庫負担金

　

1. 民生費国庫負担金

１

4,447,127 3

款

9,977 4,487

　

,104

市

計 4,44

税

8,097 39,97

　

7 4,488,074

 

５項

１５款　国庫支

　

出金 　２項　国庫補助

入

金

1. 総

湯

務費国庫補助金 442

税

,140 △172,4

目

57 269,683

既 

計 821,165 △1

　

72,457 648,

 

定

708

　

１５款　

 

国庫支出金 　３項　委

額

託金

 1.

補

総務費委託金 897 1

 

,141 2,038

　正

計 13,7

 

47 1,141 14,

　

888

入

額

１６款　

計

県支出金 　１項　県負担金

1. 民生費県負担金 1,481,794 △13,110 1,468,684

 1

計 1

.

,528,863 △1

入

3,110 1,515

湯

,753

税 1,500 △1,228 272

計 1,500 △1,228 272

-16-



　

39

市

,977 2

税

.児童福祉費負担金 3

１

9,977 児童手当

５款

△1

　

72,457

国

 1.総務管理費補助

庫

金 △172,457 デ

支

ジタル基盤改革支援事

出

業

金
１

1,141 

６

2.戸籍住民基本台帳

款

費委 1,141 中長期

　

在留者住居地届出等事

県

務
託金

支出

379

金

 1.社会福祉

単

費負担金 379 行旅病

位

人及び死亡人取扱費

：

△13,48

千

9 2.児童

円

福祉費負担金 △13,

節

489 児童手当

説　　　 　　　　　　　明
区　　 　 分 金　　額

△1,228

　

 1.現年課税分 △1

１

,228 現年課税分

款

-17-



款

7,482

　

１６

県

款　県支出金 　４項　

支

県交付金

出

4. 農林水産業費県交

金

付金 2,868 1,2

　

17 4,085

３

計 8

項

8,775 1,217

　

89,992

委

１

託

８款　寄附金 　１項　

金

寄附金

 1

目

. 一般寄附金 763,

既

801 20,000 7

 

83,801

　

 2.

定

衛生費寄附金 1,00

　

0 976 1,976

 額

計 768,802 20

補

,976 789,77

 

8

　

１９款　繰入

正

金 　２項　基金繰入金

 

2. 公共

　

施設整備基金繰入金 1

額

53,542 △31,

計

231 122,311

計 544,103 △31,231 512,872

 

２１款　諸収入 　４

1

項　雑入

.

1. 雑入 929,88

総

7 7,657 937,

務

544

費委託金 254,219 11,683 265,902

１

計 285,7

６

99 11,683 29
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　県

1,

支

217 1.

出

農業費交付金 1,21

金

7 農地利用最適化交付

２

金

１款

20,000

　

 1.一般寄附金 20

諸

,000 企業版ふるさ

収

と納税寄附金

入

976 2

１

.保健衛生費寄附金 9

８

76 保健衛生費寄附金

款　

△

寄

31,231

附

 1.公共施設整備基

金

金繰入 △31,231

１

公共施設整備基金繰入

９

金
金

款　

7,640

繰

 2.民生雑

入

入 7,640 過年度収

金

入

17

単

 7.消防雑入 1

位

7 消防団員等公務災害

：

補償金受入金

千円

節
説　　　 　　　　　　　明

区　　 　 分 金　　額

11,6

１

83 2.徴

６

税費委託金 11,68

款

3 県民税徴収取扱費
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款　諸収入 　４項　雑入

目 既 　定　 額 補 　正 　額 計

計 929,887 7,657 937,544

２１

-20-



　諸収入
単位：千円

節
説　　　 　　　　　　　明

区　　 　 分 金　　額

２１款
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３ 歳

284,836 8,298 293,134 8,298

　

 

１款　議会費 　１項

計 28

　

4,836 8,298

 

議

293,134 8,2

会

98

費

補

　２款　総務費 　

　

１項　総務管理費

正

1.

　

一般管理費 1,024

額

,859 110,34

　

6 1,135,205

の

110,346

出

　財　源　内　訳
目 既 定 額 補 正 額 計

3. 財

特

政管理費 630,07

　

8 23,400 653

　

,478 23,400

定　　財　　源 一般財源
国県支出金 地方債 その他

1. 議会費

-22-



款

8 2.給

　

料 3,891 一般職給

議

料 3,891 人件費
8

会

,298

費

　一般職　　　　　　

　

　　　９人

２

 3.職員

款

手当等 2,395 地域

　

手当 505

総

通勤手当 3

務

26

費

期末手当 913

単

勤

位

勉手当 751

：

児童手当

千

△100

円

節

 4.共済費 2,01

説

2 共済組合負担金 1,

　

879

　

退職手当組合負

　

担金 133

  

11

　

0,346

　

 2.給料 55,58

　

7 一般職給料 55,5

　

87 人件費
110,3

　

46　一

　

般職　　　　　　　　

　

９５人

明

 3.職員手当

区

等 45,118 地域手

　

当 7,381

　

住居手当

分

1,561

金

通勤手当 2

 

15

 

時間外勤務手当 9

額

,000

細

管理職手当 2

　

,526

　

期末手当 13

　

,159

節

勤勉手当 11,276

 4.共済費 9,641 共済組合負担金 818

退職手当組合負担金 8,823

23,40012.委託料 4,400 財政運営事務
4,400　企業版ふるさと納税業務委託料

　１

8,29

-23-



 6. 企画費 370,162 △273,324 9

　

6,838 △169,

２

201 △104,12

款

3
国

　総

△ 169,201

務費 　１

 8. 公

項

共交通対策費 328,

　

733 2,700 33

総

1,433 2,700

務管理

 9

費

. 防犯活動費 42,9

補

77 517 43,49

　

4 517

正　額

11. 人事管理費

　

280,535 20,

の

873 301,408

　

20,873

財　源　内　訳
目 既 定

計 4,53

 

8,895 △115,

額

488 4,423,4

補

07 △169,201

 

53,713

正 

　２款　

額

総務費 　２項　徴税費

計

 

特

1. 税務総務費 337

　

,657 26,202

　

363,859 9,7

定

03 16,499
国

　　

△ 1

財

,980
県

　　

11,683

源 一般財源
国県支出金 地方債 その他

 3. 財政管理費
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款

24.積立金 19,0

　

00 　企業版ふるさと

総

納税地方創生基金積立

務

金

△27

費

3,324

単

12.委託料 △218

位

,197 ＤＸ推進事業

：

△218,197

千

システム標

円

準化対応委託料
△55

節

,127

説

システム使用料

　

13.使用料及び △55,127
賃借料

2,70012.委託料 2,700 公共交通対策事業
2,700　デマンド交通委託料

51714.工事請負費 517 防犯施設維

　

持整備事業
517

明

　撤去工事

区

20,873

　

3.職員

　

手当等 1,397 期末

分

手当（会計年度任用職

金

員 採用・研修事務
75

 

5） 755

 

　期末手当（会計年度

額

任用職員）
642

細

　勤勉手当（会

　

計年度任用職員）
18,917勤

　

勉手当（会計年度任用

節

職員 　社会保険料等事業所負担金
559） 642 　保険料

4.共済費 18,917 社会保険料等 18,917

11.役務費 559 保険料 559

32,1092.給料 12,703 一般職給料 12,703 人件費
32,109　一般職　 　３２人

△5,9073.職員手当等 12,826 扶養手当 181 固定資産税賦課事務
△3,927　課税資料整備委託料
△1,980地域手当 1,738 　家屋評価システム保守委託料

住居手当 15

通勤手当 530

　

時間外勤務手当 4,000

1

２

9,000

-25-



　２款　総務費 　２項　

計 443,047

徴

26,202 469,

税

249 9,703 16

費

,499

補　

　２款　総務

正

費 　３項　戸籍住民基

　

本台帳費

額

 1. 戸籍住民

　

基本台帳 246,92

の

8 9,119 256,

　

047 525 8,59

財

4
国

　

費

源

525

　内　訳
目 既 定 額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源 一般財源

国県支出金 地方債 その他

 1. 税務総務費
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款

76

　

期末手当 2,78

総

8

務

勤勉手当 2,173

費
単

児童手当 925

位：

4.共済費 6

千

,580 共済組合負担

円

金 5,313

節

退職手当

説

組合負担金 1,267

　

12.委託料 △5,907

8,5942.給料 3,733 一般職給料 3,733 人件費
8,594　一般職　 　１６人

　

1,141

明

3.職員

区

手当等 2,141 扶養

　

手当 589 住民基本台

　

帳事業
1,141

分

　備品購入費

金

地域手当 48

 

1
△616

 

戸籍事業
△616

額

住居手当 △14

細

8 システム標準化対

　

応委託料

通勤手当 △4

　

08

節

管理職手当 △169

期末手当 897

勤勉手当 609

児童手当 290

4.共済費 2,720 共済組合負担金 2,151

退職手当組合負担金 569

12.委託料 △616

　２

管理職手当 4

-27-



住民基本台帳
費

計 246,

　

928 9,119 25

２

6,047 525 8,

款

594

　総

　３款　民生費

務

　１項　社会福祉費

費

 1

　

. 社会福祉総務費 2,

３

649,545 32,

項

652 2,682,1

　

97 32,652

戸籍住民基本台帳費

補　正　額　の　財　源　内　訳
目

計 7,212,8

既

94 32,652 7,

 

245,546 32,

定

652

 額

　３款　民生費

補

　２項　児童福祉費

 

 1

正

. 児童福祉総務費 1,

 

340,764 △2,

額

217 1,338,5

計

47 △2,217

特　　定　　財　　源 一般財源
国県支出金 地方債 その他

 1. 戸籍
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款

17.備品購入費 1

　

,141

総務費

23,348

　

 2.給料 5,

３

384 一般職給料 5,

款

384 人件費
23,3

　

48　一

民

般職　　　　　　　　

生

７３人

9,

費

294 3

単

.職員手当等 11,2

位

75 地域手当 773 障

：

害者自立支援給付事業

千

9,294

円

　返還金
住

節

居手当 1,146
10

説

障害者地域

　

生活支援事業
10

　

通勤手当 197

　

　返還金

 

時間外勤務手

 

当 2,000

　

管理職手

　

当 1,348

　

期末手当

　

2,538

　

勤勉手当 2

　

,823

　

児童手当 45

明

0

区

 4.

　

共済費 6,689 共済

　

組合負担金 6,689

分 金

22.償

 

還金、利 9,304

 

子及び割引

額

料

細　

△6

　

,151 

　

2.給料 △4,095

節

一般職給料 △4,095 人件費
△6,151　一般職　　　　　　　　２３人

3,934 3.職員手当等 △1,413 扶養手当 143 子ども・子育て支援事業
3,934　返還金

　２
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費

　３款　民生費 　２項　児童福祉

2. 児童措置費

費

2,690,063 1

補

6,246 2,706

　

,309 26,488

正

△10,242
国

　額

39,9

　

77
県

の　

△ 13,489

財　源　内　

3. 保育所

訳

費 4,417,816

目

33,890 4,45

既

1,706 33,89

 

0

定 額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源 一般財源
国県支出金 地方債 その他

1. 児童福祉総務
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款

15

　

管理職手当 124

民生

期末手当 △705

費

勤勉

単

手当 △580

位

児童手当

：

120

千

 

円

4.共済費 △643 共

節

済組合負担金 38

説

退職

　

手当組合負担金 △68

　

1

　

22.

 

償還金、利 3,934

 

子及び割引

　

料

　

15,132

　

19.扶助費 1

　

3,000 児童手当支

　

給事業
13,000

　

　児童手当

　

2,132

明

　返還金
2

区

2.償還金、利 3,2

　

46
599

　

子及び割引 児童扶養手

分

当支給事業
599

金

料 　返還金

 

515

 

母子等生活支援事業

額

515　返

細

還金

△7

　

37 1.

　

報酬 30,012 報酬

　

（会計年度任用職員）

節

人件費
△73730,012 　一般職　　　　　　　１３０人

31,627公立保育園管理運営事業
30,012 2.給料 △1,285 一般職給料 △1,285 　報酬（会計年度任用職員）
△4,106　期末手当（会計年度任用職員）
△3,327　勤勉手当（会計年度任用職員）

650 3.職員手当等 △9,233 扶養手当 117 　費用弁償（会計年度任用職員）
8,398　賄材料費

地域手当 △325
3,000公立保育園維持整備事業

3,000通勤手当 549 　修繕料

管理職手当 △872

期末手当 △581

勤勉手当 △688

　３

地域手当 △5
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　３款　民生費 　２項　児童福

計

祉

8,574,243 4

費

7,919 8,622

補

,162 26,488

　

21,431

正　

　３款　

額

民生費 　３項　生活保

　

護費

の

 1. 生活保護総務

　

費 59,000 379

財

59,379 379
県

　源

37

　

9

内　

計 321,000 37

訳

9 321,379 37

目

9

既 

　３款　民生費 　４

定

項　国民年金事務取扱

 

費

額

 1. 国民年金事務取

補

扱 17,308 △2,

 

639 14,669 △

正

2,639

 

費

額 計 特　　定　　財　　源 一般財源
国県支出金 地方債 その他

 3. 保育所費
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款

計年度任用職員

　

） △4,106

民

勤

生

勉手当（会計年度任用

費

職員
） △3

単

,327

位：

 4.共済費 2,34

千

8 共済組合負担金 4,

円

222

節

退職手当組合負

説

担金 △1,874

　　

 8.旅費 6

　

50 費用弁償（会計年

 

度任用職員

 

） 650

　　

10.需用費 11,3

　

98 修繕料 3,000

　　

賄材料費 8,398

　　明

379

区

12.委託料 379 生

　

活保護事業
379

　

　行旅死亡人火

分

葬等委託料

金  

△2,639

額

 2.給料 △

細

1,143 一般職給料

　

△1,143 人件費
△

　

2,639

　

　一般職　　　　　

節

　　　　２人

 3.職員手当等 △960 地域手当 △149

通勤手当 △196

期末手当 △327

勤勉手当 △288

　３

期末手当（会
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年金事務取扱
費

　

計 17,30

３

8 △2,639 14,

款

669 △2,639

　民

　

生

４款　衛生費 　１項　

費

保健衛生費

　

 1. 保健衛

４

生総務費 91,402

項

17,882 109,

　

284 17,882

国民年金事務取扱費

補　正　額　の　財　源　内

 2. 保

　

健センター運営 283

訳

,500 1,799 2

目

85,299 1,79

既

9

 

費

定 額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源 一般財源
国県支出金 地方債 その他

 1. 国民
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款

 4.共済費 △53

　

6 共済組合負担金 △3

民

65

生

退職手当組合負担

費

金 △171

　４

17

款

,882 

　

2.給料 7,762 一

衛

般職給料 7,762 人

生

件費
17,882

費

　一般職　　

単

　　　　　　１２人

位

 

：

3.職員手当等 5,5

千

03 扶養手当 550

円

地

節

域手当 1,094

説

住居

　

手当 △715

　

通勤手当

　

19

 

管理職手当 102

 　

期末手当 2,180

　

勤

　

勉手当 1,793

　

児童

　

手当 480

　　

 4.共済費 4,6

明

17 共済組合負担金 3

区

,452

　

退職手当組合

　

負担金 1,165

分

1,799

金

 2.給料 2

 

95 一般職給料 295

 

人件費
1,799

額

　一般職　　

細

　　　　　　２３人

　

 

　

3.職員手当等 △57

　

4 扶養手当 △84

節

地域手当 △54

住居手当 27

通勤手当 △15

管理職手当 △622

期末手当 128

　３
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運営
費

　４款　衛

 4. 母子

生

衛生費 292,644

費

5,021 297,6

　

65 976 4,045

１

寄

項

9

　

76

保健衛生

計 1

費

,417,327 24

補

,702 1,442,

　

029 976 23,7

正

26

　額

　６款　農林水産

　

業費 　１項　農業費

の

 1

　

. 農業委員会費 7,0

財

77 557 7,634

　

557
国

源　

△ 660
県

内　

1,21

訳

7

目 既

 2. 農業総務費 70

 

,566 1,360 7

定

1,926 1,360

 額 補 正 額 計 特

計 265,120

　

1,917 267,0

　

37 557 1,360

定　　

　７款　商工費 　１項

財

　商工費

　

 1. 商工総務

　

費 111,397 △6

源

,426 104,97

一

1 △6,426

般財源
国県支出金 地方債 その他

 2. 保健センター
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款

額 細　　　節

　

勤勉手当 146

衛

児童

生

手当 △100

費
　

 4.共済費 2,

６

078 共済組合負担金

款

2,112

　

退職手当組

農

合負担金 △34

林

12

水

.委託料 4,614 母

産

子健診事業

業

財源補正

費

5,021

　

17.備品購入費 40

７

7 母子健康相談・教育

款

事業
4,614

　

　産後ケア事業委

商

託料
407

工

　指導用備品購入費

費
単位

557

：

 1.報酬 1,217

千

委員報酬 1,217 農

円

業委員会事務
787

節

　農業委員

説

　　　　　　　１１人

　

430　農

　

地利用最適化推進委員

　

　６人
△660

 

12.委託料 △6

 

60 　農家台帳システ

　

ム改修委託料

　

1,3

　

60 3.

　

職員手当等 1,331

　

扶養手当 46 人件費
1

　

,360　

　

一般職　　　　　　　

明

　　７人
勤

区

勉手当 835

　

児童手当

　

450

分

 

金

4.共済費 29 共済組

 

合負担金 29

 

△6,426 2.給料 △3,949 一般職給料 △3,949 人件費
△6,426　一般職　　　　　　　　１０人

　４
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　７款　商工費 　１項

計 854,58

　

2 △6,426 848

商

,156 △6,426

工費

補

　８款　土木費 　１項

　

　土木管理費

正

1. 土木

　

総務費 206,021

額

△36,986 169

　

,035 △36,98

の

6

　財　源　内　訳
目 既 定 額 補 正 額 計 特

計 2

　

06,021 △36,

　

986 169,035

定

△36,986

　　財　　源 一般財源
国県支出金 地方債 その他

1. 商工総務費
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款

 3.職員手当等 △

　

1,507 扶養手当 △

商

474

工

地域手当 △52

費

6

　

管理職手当 374

８

期

款

末手当 △391

　

勤勉手

土

当 △490

木費

 4.共済費 △97

単

0 共済組合負担金 △3

位

77

：

退職手当組合負担

千

金 △593

円

節

△3

説

6,986

　

 2.給料 △17,2

　

36 一般職給料 △17

　

,236 人件費
△36

 

,986

 

　一般職　　　　　　

　

　　１７人

　

 3.職員

　

手当等 △12,733

　

扶養手当 △68

　

地域手

　

当 △2,471

　

住居手

明

当 △47

区

通勤手当 △2

　

98

　

管理職手当 △1,

分

609

金

期末手当 △4,

 

576

 

勤勉手当 △3,

額

874

細

児童手当 210

　　

 4.共

　

済費 △7,017 共済

節

組合負担金 △4,431

退職手当組合負担金 △2,586

　７
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費 361,810 △113,492 248,318 △113,492

　８款　土木費 　４項　都市計画費

4. 下水道

補

費 500,872 △5

　

0,282 450,5

正

90 △50,282

　額　

計 1,

の

161,150 △16

　

3,774 997,3

財

76 △163,774

　源　

　９款　消防費 　１項

内

　消防費

　

2. 非常備消

訳

防費 42,227 17

目

42,244 17
諸

既 

17

定 

計 1

額

,114,020 17

補

1,114,037 1

 

7

正 

１０款　教育費 　１

額

項　教育総務費

計

2. 事

特

務局費 541,393

　

17,398 558,

　

791 17,398

定　　財　　源 一般財源
国県支出金 地方債 その他

1. 都市計画総務
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款

　節

△113,49

　

22.給

土

料 △55,351 一般

木

職給料 △55,351

費

人件費
△113,49

　

2　一般

９

職　 　１

款

６人

　

3.職員手当等

消

△33,731 地域手

防

当 △7,825

費

住居手

１

当 648

０

管理職手当 △

款

2,118

　

期末手当 △

教

13,576

育

勤勉手当

費

△10,860

単位

4.共済費 △

：

24,410 共済組合

千

負担金 △16,424

円

節

退職手当組合負担金 △

説

7,986

　

△50,28227.繰出金 △50,282 下水道事業会計繰出金
△50,282　下水道事業会計繰出金

175.災害補償費 17 非常勤職員公務災害補償

　

費 消防団事業
17

明

17 　非常勤職

区

員公務災害補償費

　　分

13,9

金

85 1.

 

報酬 1,496 報酬（

 

会計年度任用職員） 人

額

件費
13,985

細

1,496 　一

　

般職　 　２３人

37教育支援センター事業
372.給料 7,200 一般職給料 7,200 　費用弁償（会計年度任用職員）

3,376教育振興推進事業
1,4963.職員手当等 5,600 扶養手当 543 　報酬（会計年度任用職員）
1,880　自動車等借上料

　８
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１０款　教育費 　１項　教育総務費

補　正　額

計 544,205

　

17,398 561,

の

603 17,398

　財

１

　

０款　教育費 　２項　

源

小学校費

　

 1. 学校管理

内

費 1,011,335

　

3,703 1,015

訳

,038 3,703

目 既 定 額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源 一般財源
国県支出金 地方債 その他

 2. 事務局費
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款

130

　

住居手当 △90

教

6

育

通勤手当 149

費

管理

単

職手当 1,003

位

期末

：

手当 2,032

千

勤勉手

円

当 1,529

節

児童手当

説

120

　

 

　

4.共済費 1,185

　

共済組合負担金 1,3

 

62

 

退職手当組合負担

　

金 △177

　　

 8.旅費 37 費用

　

弁償（会計年度任用職

　

員
） 37

　　

13.使用

明

料及び 1,880

区

賃借料

　　

2

分

93 2.

金

給料 509 一般職給料

 

509 人件費
293

 

　一般職　

額

　　　　　　　　２人

細

3,410

　

 3.職員

　

手当等 151 地域手当

　

66 小学校管理事業
3

節

,410　修繕料
通勤手当 △27

期末手当 63

勤勉手当 49

 4.共済費 △367 共済組合負担金 △192

退職手当組合負担金 △175

１０

地域手当 1,
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 2. 教育振興費 478,692 787 479,4

１

79 787

０款　教育費

計 1,490,027

　

4,490 1,494

２

,517 4,490

項　

１

小

０款　教育費 　３項　

学

中学校費

校

 1. 学校管理

費

費 250,151 4,

補

847 254,998

　

4,847

正　額　の　財　源　内　訳
目 既

 

 

2. 教育振興費 230

定

,234 320 230

 

,554 320

額 補 

計 480,

正

385 5,167 48

 

5,552 5,167

額 計 特

１０款　教育費 　４項

　

　社会教育費

　

 1. 社会

定

教育総務費 134,5

　

21 4,461 138

　

,982 4,461

財　　源 一般財源
国県支出金 地方債 その他

 1. 学校管理費
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款

3,410 修繕料 3,

　

410

7

教

87 8.

育

旅費 107 費用弁償（

費

会計年度任用職員 小学

単

校運営事業
107

位

） 107 　費用

：

弁償（会計年度任用職

千

員）
680

円

　消耗品費

節

10.需

説

用費 680 消耗品費 6

　

80

　　

1,206

 

 2.給料

 

995 一般職給料 99

　

5 人件費
1,206

　

　一般職

　

3,641

　

 3.職員手

　

当等 319 地域手当 1

　

30 中学校管理事業
3

　

,641　

明

修繕料
通勤

区

手当 △27

　

期末手当 1

　

22

分

勤勉手当 94

金 

 4.共済費

 

△108 共済組合負担

額

金 △108

細　

10.需用費 3,6

　

41 修繕料 3,641

　

320

節

10.需用費 320 消耗品費 320 中学校運営事業
320　消耗品費

4,461 2.給料 1,860 一般職給料 1,860 人件費
4,461　一般職　　　　　　　　１３人

 3.職員手当等 1,778 扶養手当 296

１０

10.需用費
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費

１０款　教育費 　４項

 2.

　

社会教育施設費 428

社

,938 1,062 4

会

30,000 1,06

教

2

育費

計

補

774,217 5,5

　

23 779,740 5

正

,523

　額

１０款　教育

　

費 　５項　保健体育費

の

 

　

1. 保健体育総務費 5

財

0,152 △9,13

　

5 41,017 △9,

源

135

　内　訳
目 既 定 額 補 正 

 3

額

. 学校給食費 968,

計

890 15,290 9

特

84,180 15,2

　

90

　定　

計

　

1,426,555 6

財

,155 1,432,

　

710 6,155

　源 一般財源
国県支出金 地方債 その他

 1. 社会教育総務
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款

2

　

住居手当 342

教

期末

育

手当 401

費

勤勉手当 2

単

67

位

児童手当 340

：千

 4.共済

円

費 823 共済組合負担

節

金 1,018

説

退職手当

　

組合負担金 △195

　

1,062

　

14.工事

 

請負費 1,062 生涯

 

学習プラザ管理運営事

　

業
1,062

　

　駐車場改修工事

　　　

△9,135

　

 2.給料 △3

　

,728 一般職給料 △

明

3,728 人件費
△9

区

,135

　

　一般職　　　　　　

　

　　　３人

分

 3.職員

金

手当等 △2,711 扶

 

養手当 △280

 

地域手

額

当 △520

細

期末手当 △

　

1,021

　

勤勉手当 △

　

890

節

 4.共済費 △2,696 共済組合負担金 △1,762

退職手当組合負担金 △934

15,29010.需用費 15,290 光熱水費 3,803 学校給食調理事業
3,803　光熱水費
11,487賄材料費 11,487 　賄材料費

１０

地域手当 13
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給　 書

(千円) の 計 共済費 合　計 備考

年間支給 手　当 手　当 手　当

(人) (千円) (千円) 率(月分) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補

正

後

長　等 3 30,606 14,450 161 45,217 1

与

6,038 61,255

3.45

議　員 20 106,193 44,268 150,461 28,667 179,128

3.45

その他

の 1,738 172,291 172,291 172,291

特別職

計 1,761 278,

　

484 30,606 58,718 161 367,969 44,705 412,674

補

正

前

長　等 3 30,606 14,450 161 45,217 16,038 61,255

3.45

議　員 20 106,193 44

費

,268 150,461 28,667 179,128

3.45

その他

の 1,738 171,074 171,074 171,074

特別職

計 1,761 277,267 30,606 58,718 161 366,752 44,7

　

05 411,457

比

較

長　等 0 0 0 0 0 0 0

0.00

議　員 0 0 0 0 0 0

0.00

その他

の 0 1,217 1,217 1,217

特別職

計 0 1,217 0 0 0 1,217 0 1,217

１

明
　特別職

給　 　与

　

　 　費

期末手当 地

細

　域 寒冷地 その他

区　

　

分 職員数 報　酬 給　料
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円)

補正後 506 865,349 2,073,502 1,814,263 4,753,114 1,059,112 5,812,226

(510)

補正前 508 833,841 2,060,370 1,787,291 4,681,502 1,057,137 5,738,639

(491)

比　較 △2 31,508 13,132 26,972 71,612 1,975 73,587

(19)

在宅勤務等

区　分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 手当 特殊勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 52,075 283,901 32,283 25,183 36 22

補正前 50,516 2

２

82,856 30,3

　

60 24,169 36

一

22

比　較 1,559

般

1,045 1,923

職

1,014 0 0
職員
手

給

当
の 時間外勤務 管理職

　

員特別
内訳

区　分 手当

　

管理職手当 期末手当 勤

与

勉手当 児童手当 勤務手

　

当

(千円) (千円) (

　

千円) (千円) (千円

費

) (千円)

補正後 11

区

7,892 66,24

　

1 649,705 54

分

3,753 42,15

職

5 1,017

補正前 1

員

02,892 65,6

数

78 649,012 5

報

41,763 38,9

　

70 1,017

比　較

酬

15,000 563 6

給

93 1,990 3,1

　

85 0

備考　職員数

料

（　）内は、短時間勤

職

務職員及び会計年度任

員

用職員について外書き

手当 計 共済費 合　計 備　考

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千
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円) (千円) (千円) (千円)

補正後 506 2,073,502 1,586,814 3,660,316 1,059,112 4,719,428

(40)

補正前 508 2,060,370 1,553,806 3,614,176 1,057,137 4,671,313

(36)

比　較 △2 13,132 33,008 46,140 1,975 48,115

(4)

在宅勤務等

区　分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 手当 特殊勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 52,075 283,901 32,283 25,183 36 22

補正前 50,516 282,856 30,360 24,169 36 2

　

2

比　較 1,559 1

ア

,045 1,923 1

 

,014 0 0
職員
手当

会

の 時間外勤務 管理職員

計

特別
内訳

区　分 手当 管

年

理職手当 期末手当 勤勉

度

手当 児童手当 勤務手当

任

(千円) (千円) (千

用

円) (千円) (千円)

職

(千円)

補正後 117

員

,892 66,241

以

526,164 439

外

,845 42,155

の

1,017

補正前 10

職

2,892 65,67

員

8 522,120 43

給

5,170 38,97

　

0 1,017

比　較 1

　

5,000 563 4,

与

044 4,675 3,

　

185 0

備考　職員

　

数（　）内は、短時間

費

勤務職員について外書

区

き

　分 職員数 報　酬 給　料 職員手当 計 共済費 合　計 備　考

(人) (千円) (千円) (千
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) (千円) (千円)

補正後 0 865,349 227,449 1,092,798 1,092,798

(470)

補正前 0 833,841 233,485 1,067,326 1,067,326

(455)

比　較 0 31,508 △6,036 25,472 25,472

(15)

在宅勤務等

区　分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 手当 特殊勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後

補正前

比　較
職員
手当
の 時間外勤務 管理職員特別

内訳
区　分 手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 123,541 103,

　

908

補正前 126,

　

892 106,593

イ

比　較 △3,351 △

 

2,685

備考　職

会

員数（　）内は、短時

計

間勤務職員について外

年

書き

度任用職員

給　　与　　費

区　分 職員数 報　酬 給　料 職員手当 計 共済費 合　計 備　考

(人) (千円) (千円) (千円) (千円
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債務負担行為で令和８年度以降にわたるものについての令和６年度末までの支出額及び
令和７年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

期間 金額 期間 金額
国　県
支出金

地方債 その他

（都）野方三ツ池公園
線用地取得事業
（令和５年度）

79,694
令和6年
度

11,764
令和7～
10年度

67,930 9,830 58,100

スマートインターチェ
ンジ用地取得事業
（令和５年度）

7,739
令和6年
度

47
令和7～
9年度

7,692 1,161 6,531

公共施設マネジメント
事業用地取得事業（令
和６年）

110,614
令和7～
11年度

110,614 110,614

（都）野方三ツ池公園
線用地取得事業
（令和６年度）

44,027
令和7～
11年度

44,027 6,604 37,423

スマートインターチェ
ンジ用地取得事業
(令和６年度)

22,478
令和7～
8年度

22,478 6,743 13,454 2,281

公共施設マネジメント
事業用地取得事業（令
和７年度）

87,798
令和8～
12年度

87,798 87,798

（都）野方三ツ池公園
線用地取得事業
（令和７年度）

242,134
令和8～
12年度

242,134 35,272 206,862

スマートインターチェ
ンジ用地取得事業
(令和７年度)

119,525
令和8～
9年度

119,525 35,087 69,998 14,440

尾張土地開発公社に対
する債務保証

714,009
令和12
年度ま
で

マイナンバーカード交
付予約・管理システム
導入事業

8,614
令和4～
6年度

5,148
令和7～
8年度

3,466 3,466

固定資産評価業務委託
事業

35,310
令和6年
度

8,690
令和7～
8年度

26,620 26,620

システム標準化対応事
業（情報広報課分）
（令和６年度）

307,555
令和7～
9年度

307,555 261,547 46,008

学校給食配送業務委託
事業

267,126
令和7～
12年度

267,126 267,126

広報紙制作業務委託事
業

71,679
令和7～
9年度

71,679 3,644 68,035

中学校ＡＬＴ業務委託
事業

14,355
令和7～
9年度

14,355 14,355

事項 限度額

令和６年度末
までの支出額

令和７年度以降の
支出予定額

左の財源内訳

特定財源
一般財源
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　　　　　債務負担行為で令和８年度以降にわたるものについての令和６年度末までの支出額及び
　　　　　令和７年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

期間 金額 期間 金額
国　県
支出金

地方債 その他

システム標準化対応事
業（情報広報課分）
（令和７年度）

50,322
令和8～
9年度

50,322 19,624 30,698

障害福祉計画策定業務
委託事業

4,950
令和8年
度

4,950 4,950

次世代高度情報通信
ネットワーク整備事業

4,511
令和8年
度

4,511 4,511

赤池小学校校舎増築工
事監理業務委託事業

21,000
令和7～
8年度

21,000 21,000

赤池小学校校舎増築工
事事業

509,520
令和8年
度

509,520 343,000 166,520

放課後子ども総合プラ
ン運営業務委託事業

707,013
令和7～
10年度

707,013 76,116 177,768 453,129

小規模保育事業施設整
備費補助事業

5,000
令和7～
8年度

5,000 3,333 1,667

総合情報システム改修
業務委託事業

6,270
令和7～
8年度

6,270 6,270

マイナンバーカード交
付等業務委託事業

6,536
令和7～
8年度

6,536 6,536

学習支援業務委託事業 31,206
令和7～
10年度

31,206 23,403 7,803

新ラ田保育園空調改修
工事事業

87,866
令和7～
8年度

87,866 87,866

三本木保育園電気設備
設置等工事事業

32,372
令和7～
8年度

32,372 32,372

集団がん・骨検診業務
委託事業

17,495
令和7～
8年度

17,495 2,696 14,799

成人健診電算事務委託
事業

1,602
令和7～
8年度

1,602 1,602

舗装修繕工事事業 39,600
令和7～
8年度

39,600 39,600

事項 限度額

令和６年度末
までの支出額

令和７年度以降の
支出予定額

左の財源内訳

特定財源
一般財源
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債務負担行為で令和８年度以降にわたるものについての令和６年度末までの支出額及び
令和７年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

期間 金額 期間 金額
国　県
支出金

地方債 その他

選手派遣等事業 20,341
令和7～
8年度

20,341 20,341

高齢者生きがい活動セ
ンター指定管理委託事
業

24,200
令和4～
6年度

12,398
令和7～
8年度

11,802 11,802

にっしん子育て総合支
援センター指定管理委
託事業

204,600
令和4～
6年度

109,375
令和7～
8年度

95,225 54,322 40,903

障害者福祉センター指
定管理委託事業

343,670
令和4～
6年度

198,897
令和7～
8年度

144,773 31,014 113,759

生涯学習プラザ指定管
理委託事業

86,031
令和4～
6年度

47,003
令和7～
8年度

39,028 39,028

総合運動公園、市営テ
ニスコート・グランド
指定管理委託事業

295,350
令和4～
6年度

172,994
令和7～
8年度

122,356 122,356

スポーツセンター指定
管理委託事業

450,450
令和4～
6年度

255,426
令和7～
8年度

195,024 195,024

上納池スポーツ公園指
定管理委託事業

126,357
令和4～
6年度

71,212
令和7～
8年度

55,145 55,145

岩崎城歴史記念館、展
望塔岩崎城、岩崎城址
公園及び旧市川家住宅
指定管理委託事業

256,659
令和5～
6年度

91,865
令和7～
9年度

164,794 164,794

にぎわい交流館指定管
理委託事業

199,650
令和6年
度

36,300
令和7～
10年度

163,350 163,350

米野木台西保育園指定
管理委託事業

523,962
令和7～
9年度

523,962 2,865 54,132 466,965

中央福祉センター指定
管理委託事業

227,480
令和7～
11年度

227,480 227,480

市民会館・ふれあい工
房指定管理委託事業

790,009
令和8～
12年度

790,009 790,009

合 計 7,206,679 1,021,119 5,471,551 576,923 426,452 238,240 4,229,936

事項 限度額

令和６年度末
までの支出額

令和７年度以降の
支出予定額

左の財源内訳

特定財源
一般財源
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議案第７５号 

令和７年度日進市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 

 令和７年度日進市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を次のとおり提出しま

す。 

  令和７年１１月２６日提出 

日進市長 近 藤 裕 貴

提案理由 

地方自治法第２１８条第１項に基づき提案するものであります。 
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令和７年度（第２号）

日進市国民健康保険特別会計補正予算書



令和７年度日進市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 令和７年度日進市の国民健康保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０８千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ６，６４８，２５８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

  令和７年１１月２６日提出 

日進市長 近 藤 裕 貴 
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産

 補 正

収

歳　入 単位：千円

入

款 項 既　定　額 補　正

2

　額 計

96 108 404

1. 財産運用収入 296 108 404

歳　入　合　計 6,648,150 1

3

08 6,648,25

.

8

第１表　　　　 歳

財

 入 歳 出 予 算
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金

単位：千円

款 項 既　定

積

　額 補　正　額 計

立金 3,489 108 3,597

1. 基金積立金 3,489 108 3,597

歳　出　合　計 6,

6

648,150 108

.

6,648,258

基

歳　出
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第２表　  債 務 負 担 行 為 補 正

追　加 単位：千円

事 項 期　　間 限　度　額

特定健康診査事業
令和７年度から
令和８年度まで

8,501
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令和７年度（第２号）

日進市国民健康保険特別会計補正予算説明書





歳 正

2. 県支出金 4,39

 

2,638 4,392

予

,638

 

3. 財産収入 296

算

108 404

 

4. 繰入金 49

事

1,522 491,5

 

22

5

項

. 繰越金 99,980

 

99,980

入 別

6. 諸収入 5,

 

158 5,158

明

7. 国庫支

 

出金 11,720 11

細

,720

 

歳　入　合　計 6,

書

648,150 108

１

6,648,258

　総

 

　括

歳　入

歳

款 既　定　額 補　

 

正　額 計

単位：千円

出

1. 国民

 

健康保険税 1,646

補

,836 1,646,

 

836
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務

4. 財政安定化基

費

金拠出金 1 1

5

5. 保健事業費

4

86,845 86,8

,

45

6

1

. 基金積立金 3,48

0

9 108 3,597

8

7. 公債

5

費 1 1

4

8. 諸支出金 15,8

,

31 15,831

1

9. 予備費

0

10,000 10,0

8

00

歳　出　合　計 6,648,150 108 6,648,258

歳　出

款 既　定　額 補　正　額 計

2. 保険給付費 4,321,997 4,321,997

国民健康保険事

1

業費納付
3. 2,15

.

5,878 2,155

総

,878
金
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　の　 　財　 　源　 　内　 　訳

特　 　定　 　財　 　源
一　 般　 財　 源

国  県  支  出  金 地  方　  債 そ  の　  他 

単位：千円

108 0

108 0

補　 　正　 　額　
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２ 歳

　３款　財産収

 

入 　１項　財産運用収

 

入

目 既 　定　 額 補

入

 　正 　額 計

1. 利子及び配当金 296 108 404

計 296 108 404
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　財産収入
単位：千円

節
説　　　 　　　　　　　明

区　　 　 分 金　　額

108 1.預金利子 108 基金積立金利子

　３款
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３ 歳

. 基金積立金 3,489 108 3,597 108
財

108

計 3,489 108 3,597 108

　

 

６款　基金積立金 　１

 

項　基金積立金

補　正

出

　額　の　財　源　内　訳
目 既 定 額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源 一般財源

国県支出金 地方債 その他

 1
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款

4.積立金 108 基金

　

積立金
108

基

　国民健康保険特別

金

会計運用基金積立金

積立金
単位：千円

節
説　 　明

区　　分 金  額 細　 　節

　６

1082
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債務負担行為で令和８年度以降にわたるものについての令和６年度末までの支出額及び
令和７年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

期間 金額 期間 金額
国　県
支出金

地方債 その他

保健指導事業 1,430
令和8年
度

1,430 1,430

特定健康診査事業 8,501
令和7～
8年度

8,501 8,501

合 計 9,931 9,931 9,931

事項 限度額

令和６年度末
までの支出額

令和７年度以降の
支出予定額

左の財源内訳

特定財源
一般財源
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議案第７７号 

 

 

日進市民会館及び日進市ふれあい工房の指定管理者の指定について 

 

 

 次のとおり日進市民会館及び日進市ふれあい工房の指定管理者を指定するものとす

る。 

 

 

  令和７年１１月２６日提出 

 

 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

 

 

１ 公の施設の名称  日進市民会館 

           日進市ふれあい工房 

２ 指定管理者の名称 日進アシスト株式会社 

３ 指定の期間    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

提案理由 

 この案を提出するのは、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決

を求めるからであります。 

- 1 -



議案第７７号 参考資料１ 
 

 

 

指定管理者の概要について 

 

団体名
ふ り が な

 日進
にっしん

アシスト
あ し す と

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

所在地 
〒470-0128 

日進市浅田平子二丁目 245 番地 

代表者 代表取締役 鐘江 俊勝 

設立年月日 平成 17 年 9 月 22 日 

職員数 318 名（社員 36 名、契約社員 16 名、臨時社員 266 名） 

沿革 

平成 17 年 9 月 日進市の 100％出資会社として、日進アシスト株式

会社を設立 

平成 18 年 4 月 日進市公共施設の指定管理業務及び小・中学校並び

に保育園給食調理業務等を開始 

業務内容 

1 公共施設の維持管理、運営及び窓口業務等の委託業務 

2 給食に関する調理・配膳業務 

3 イベントの企画及び運営 

主な実績 

1 日進市民会館・ふれあい工房（現指定管理者） 

2 日進市生涯学習プラザ（現指定管理者） 

3 日進市総合運動公園及び市営テニスコート・グランド（現指定管

理者） 

4 日進市スポーツセンター（前指定管理者） 

5 日進市立学校給食センターにおける調理及び日進市内小・中学校

での配膳業務（現在） 

6 日進市立保育園における調理、配送及び用務業務（現在） 

7 日進市放課後子ども総合プラン運営業務≪児童クラブ＆放課後子

ども教室≫（現在） 

8 日進市内放置自転車撤去返還業務（現在） 

管理実績 

発注者 
施設所

在県名 
施設名 管理内容 管理期間 

日進市 愛知県 日進市民会館・ふれあい

工房 

施設運営

及び維持

管理 

H18.4～現

在 

日進市 愛知県 日進市生涯学習プラザ 〃   〃 

日進市 愛知県 日進市総合運動公園及び

日進市営テニスコート･

グランド 

〃 

 

  〃 
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議案第７７号 参考資料１ 
 

 

 

日進市 愛知県 日進市スポーツセンター 
〃 

H18.4.1～

H24.3.31 

財政状況 

単位：円 

年 度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

総収入 722,736,283 774,303,657 819,388,606 

総支出 728,705,173 765,365,820 806,384,231 

当期損益 △3,374,017 9,331,382 9,477,810 

累積損益 275,463,499 284,794,881 294,272,691 

 

- 3 -



議案第７７号 参考資料２ 

日進市民会館及び日進市ふれあい工房の指定管理者の候補者の選定について 

  

１ 対象施設  

施 設 名 称 日進市民会館  

所  在  地 日進市折戸町笠寺山 62 番地 3  

延 床 面 積 7,290 ㎡  

構     造 ＲＣ造一部ＳＲＣ、Ｓ造 地下 1 階・地上 3 階 

開設年月日 平成元年 5 月 1 日  

 

施 設 名 称 日進市ふれあい工房  

所  在  地 日進市岩崎町六坊乙 9 番地 1  

延 床 面 積 219 ㎡  

構     造 Ｓ造平屋建、Ｓ瓦葺越屋根付ＡＬＣ板造 

開設年月日 平成 6 年 4 月 1 日  

 

２ 提案の概要 

・ゼロカーボン、脱炭素社会に向けた取組を実施。 

・ヘルプマークの普及啓発、多目的トイレの再整備、託児スペースの新設、授乳スペ

ースの増設及び館内案内などの多言語化など、利用者の利便性向上や利用者の増加

に向けた取組を実施し、人権の多様性を尊重し、年齢、国籍、性別、障害の有無等

に応じた合理的な配慮及び利用者に対する平等な利用を確保する。 

・利用者のニーズや苦情についての把握と管理運営やサービス向上へ反映させること

で利用促進・満足度の向上に取り組む。 

・稼働率向上への取り組みとして、市民会館内施設の機能移転と新たな活動目的の実

現のため館内を再整備する。 

・文化協会加盟団体や一般利用者などの成果物の発表展示の場として、空きスペース

（空間）の有効活用と利用者サービスの向上を図る。 

・習い事がまだ少ない小学校低学年向けの講座を増やすことで、きっかけづくりとな

るよう施設の役割を果たしていく事業展開を推進する。 

・部活動地域移行の一つの受け皿となる「音楽による子ども育成事業」を拡充する。 

・地域防犯・防災、フードドライブ事業の継続実施などの社会貢献活動、市主催事業へ

の協力、市内学校との連携により地域に密着した管理運営を行い地域貢献に努める。 
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議案第７７号 参考資料２ 

提案額                        単位：千円（消費税込） 

 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

指定管理料 143,910 143,790 143,650 

 

 令和 11 年度 令和 12 年度 合計 

指定管理料 143,500 143,340 718,190 

 

３ 主な委員意見（評価できる点） 

・非常に現実の状況と課題を十分に汲み取った積極的な提案内容であった。 

・人員配置についても、副運営の方の業務遂行能力に大きな期待をしている。 

・長年の管理実績に基づいて、詳細な提案内容になっていた。 

・受託事業を中心に自らが主導的に立案・実行しようという取り組み姿勢。 

・提案内容具体的で、過去の実績を踏まえた現実的な内容であったこと。また、現

実的ながら意欲ある提案であること。 

・新しい取り組みに積極的で、プレゼンテーションでわくわくを感じられた。申請

書の内容で不安を感じていた部分について、把握し、改善の意思が見られた。 

・「市の施設だから」という「80％でいいや」感がない。 

４ 審査結果 

審査基準 審査項目 配点 
日進ｱｼｽﾄ 

株式会社 

１ 市民の平等な利用の確保

及びサービスの向上が図ら

れるものであること。（条

例第４条第１号） 

①施設管理に関する基

本的な考え方 
20 19 

②利用促進に関する考

え方及び具体策 
40 35 

２ 事業計画書の内容が施設

の効用を最大限に発揮する

ものであること。 

(同条第２号) 

①施設の有効活用等 40 36 

②事業の計画 

a 受託事業の具体的な

提案 

40 34 

b 受託事業のうち特に

創意工夫を求める事業

の提案 

40 36 

c 自主事業の具体的な

提案 
40 35 

d 利用者ニーズの反映 20 17 

③地域貢献 40 34 
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議案第７７号 参考資料２ 

３ 事業計画書の内容が施設

の適切な維持及び管理並び

に管理に係る経費の縮減が

図られるものであること。 

(同条第３号) 

①指定管理料 40 24 

②収支計画 40 28 

③施設の維持管理等 40 29 

４ 事業計画書に沿った管理

を安定して行う人員、資産

その他の経営の規模及び能

力を有しており、又は確保

できる見込みがあること。

(同条第４号) 

①管理運営実績 40 35 

②施設の管理運営に必

要な人員 
20 18 

③組織体制 20 17 

合      計 480 397 
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